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‡．新王CA原則にもとづく、協同組合の特性をいかした運営  

‡CA声明の【原則】に沿って、生協の目的に関し、組合員の生活の経済的文化的改善向上を目的とする民主的な自治組織  
運営を目指します。   

※世界中の協同組合が手を結びあい、国際的な立場で活動を指導しているのがICA（国際協同組合同盟／lnternational   

Co－OPerative AHiance）という世界最大の国際民間組織です。（現在、91か国222団体を有し、傘下組合員数が8偉   

人を超える組織です。）  

1895年にイギリスで設立されたICAは、1995年100周年記念大会をイギリスのマンチェスターで開催し、21世紀にむけ   

世界の協同組合が共に力と心をあわせ各組織の事業の発展を目指すための新しい「原則」を決めました。   

日本では、生協の他、農協、漁協、森林組合などがICAに加盟し、同じ「原則」に基づいて活動をすすめています。  

≪第1原則≫自発的で開かれた餓合点制  

協同組冶は、l∃鄭勺な組織て－←）ろノ協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗教的な′差別を行なわないし協同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員とし  
こし′）汚任を受け入れろ意志〃ある全ての人々に対して開かれている 

≪第之原則≫組合員による民主的管理  

協同組f汗しそし′′）組合員にじり管将星される民主的な組織である。組合員はその政策決定、意志決定に積極的に参加するu選出された代表として活動する男女は、組合眉に喪イニほ負うレ 単位協  
同組合でけ、組合員は1ノ、1与■一号という平等（り議決権を持っている他の段階の協同組合も、民主的方法によって組織される。  

≪第3原則≫報合邑の経済的参加  

組合員は、協同組合レ）資本に公正に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少なくとも一部は、通常、協同組合の共同の財産とするり組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対し  

⊂、配当がある埼合でも、通常、制限された率で受け取る。組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分するし  

・ミt紺青／毎を■摘み立⊂ることに上り、協同組合の発展のため その準備金の少なくとも一部は分割不可能なものとする  

。軌同組合し′仲川］高に応じた組合員への還元のたダ1  

・組合員し′）承認に上り他〟）活軌を支援するため  

≪筏4原則≫自治と自立  

l和司組合は、組合眉が管理－t卜る自治的な自助組織であるし 協同組合は、政府を含む他の組織と取り決めを行なったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協  
同組合明自主一性を住持すろ条件において行なう．  

≪第5原則≫教育、訓練および広報  

協同組合は、組合員、選出された代表、マネージャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、教育訓練を実施する。協同組合は、一一般の人々、特に若い人々やオヒニオンリーグーに、  

協同祖鳶蓮風情特質と利点について知らせる轟  

≪第6原則≫協同組合開協同  

協同純忠烏、［トかレ、ナシニけル、リージョナ′レ、インターナショナルな組織を通じて協同することにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、協同組合遊軌を強化する。  

≪第7原則≫コミコ．ニチイへの覗与  

協同組合け、組合眉に⊥って承認された政策を通じて、コミュニティの持続可能な発展のために活動するし，  
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Ⅱ．情報開示や組合員（契約者）保護および経営の健全性の更なる充実、確保  

組合員に信頼される保障の生協として社会的責任を果たすため、情報開示や組合員（契約  
者）保護および経営の健全性の更なる充実、確保の視点から改正を求めます。  

1．経営情報の開示   
斉務告彪ぼ、彪倉貞β潜の原財と彦今に邑とづぐj夢営や尊者別行をすす玖 その反娩定男とLての居詔な露営修   

好を膚倉貞・奥終着に粛鮒仁屏示する必劇Jあクま坑英彦生彪の停紳示についてきらに克算を屠るとと邑に   
貴著密告穿や財務讃蒙を公衆縦穿に解す石ことの謝げを行うことメj必穿と考ズますも   

2．重要事項の説明など共済推進や契約締結に関するルール、クーリングオフ制度の新設   
貨彪ば、β腰形な彪腐とLT、従来よク／瀞倉貞への最大奉仕ノ家慶高腰倉仁  

奉仕を屠一一とL、手ごろなj貯金でわかクやすい一共済都度■の題辞に努めてきまLた。  
曹に彪ネ 

努行、感知レベルでの忍居1ぱあクますづゞ、奥終着床上夢の′野滋、る点者のために邑、  

する荏潜みについ丁ば、蔭摩‘に野諾する必要があると孝戎ます   

局餅に クータンクオフ微酔ごつい丁邑顔磨／こ紺する必二穿カj’あ∂と考戌ますニ  

′芽柳／こ当たっr邑彪合鍔への  
「方で、穿在の虎炭や弁済の多靡   

この。穿済超澄／こ願わる病好を超床  

3．諸準備金の積立の法定化   
密行の澱費全店彪願倉轍腰凝財で紘 柵金、長逝∠雛金、ニ費顔拶金倉並金佐野を二寿済夢ン穿とする   

ノ井∠好事若のみノい東経避弁済拶金、選者右脚金などの鮎メjン鑑看きれていますづj、、屠棚倉ば全ぅ野を。薄済夢   

超せする′葬済掛、いわゆる磨寮費済についてのみ魔窟きれ丁おク、生命共済に脚げられ丁いまゼん 登   
彪の摩皆のj蟹全ク蟹を瘡床するために／ま、適正■／こ準好金を磨み、感材な慶立方演算を炭厨Lていぐ必男妻j、あると孝之ま   

十   

4．最低出資金制度の導入   
∠匪全鐙を瘡僻するために、一足程度のβ己資本比率の一宏算ば不可二欠ですも生彪の彪威や東署の産顔▲・虜凝等が多産   

多炭にわたることを好まえ 一足鰍上の兼務事業を行う登彪に虜鰍資金β敬重＝を∠掌スする必男運j、あ∂と孝之ま   
坑  
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5．健全性基準   
二野行、感知レヾルでの超雇7まあクますづj’、彪皆の慶全ク埜を示す願の－・一つとLて、首己資本比率せど、磨営舟容を   

朔節するよりわかクやすい格好の導入が必要であると考戎ます   

6．契約条件の変更   
ノ薄済告彪におい丁邑、ニ資財埋人のチェック、会′計監査などに基づい丁資産・運営L、奥脇時空身の奥線条件   

あ犀存することメj基本ですニ Lノブ〕L、将来の金′材倖努におい丁子忍外の賓辟メj二告ごた拶倉など＼予劇できない賓辟／こ   

やむを得ザ凝った場合に、ノ井済生彪らLぐ、助げ合い〆こおい丁事：者あ躍符Lていぐための手段・・＃粛み 確勝 とL   

T、このご発給発7隼変更澱厨を慮床Lておぐことメj必要と孝之ますニ   

7．自賠責共済以外の共済事業の譲渡、共済契約の包括移転  
包プ好移4転ぼ、庶人カjプ銑貯する筈の膠に、奥緑芽と盗人の双方の不和窟をできるだ〆プ西暦するため、勅上の修河岸   

務（：給付金・靡紹飯倉の′安逝い、拶金の安原などソ を鰍の粛弊行為を必着とせすミ∴無給全j好またば一≠謬を畠超妻ク   

に移転（雅ノ せLめ∂手磨きでダニ   
邸行、貰任共済暴君値磨着発済裏業ノのみに厨められている金牌を、彪の彪願倉の座禅カj二芽済東署「厨に   

題仔きれ丁い各一家密を磨まえ 金井済にノ対象蔚囲を鉱カナることが必要せ孝戎ます   

8．リスク遮断   
蓬一彪でば、彪倉貞のニーズ・聯に庖丁点ることをββク／ごプ隼済賓者とその彪の東署脚j－行なわれ丁きまLた   

英済車若を灰ク茸ぐ1今ββタな併虎欄達Lた貴君好頗1社会βクな水準、発締着免蓼のプ観点からあ、塵■分会において慮、   

英済東署と勉の東署との産営タスクが遜漸せわづよぅ、三井済薮署と彪の暴君の厳君について、一足り虜劇が必要せ孝  

・て．ニ十  
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正・今日の生協にふさわしいガバナンス体制の構築  

社会的責任も大きくなった今日の生協にふさわしい生協に見合ったガバナンス体制を構築す  
るための改正を求めます。  

1．理事会一代表理事制の導入   
密行の空虚炭坑朗行虎β酢ごついて屠夢の各β代表御を炭層L、虎彦の公益盗人に膠する魔窟を準屏Lていま坑   

LかL、ニの荏潜みが登彪の斉停に倉わ加一度玖点者摺事会を炭産L、産着黄筈の農相行者任を節密にするこ   

と／こよっ丁、彪の彪局留倉滋メj深層Lrい∂腰事会一作轟賢者御に近い在留みがつぐられ丁いま坑   

このように彦と農産との粛啓あ締L、鹿野と責任を邸窟にするた玖蔭律とめ選者会一代表慶事瀞を導入する   
ことが泌要であ∂と孝之ま坑   

2．員外監事の配置   
常在、監事についてば、彪倉貞以外からの選必を溜めか 、戯穿となっていまれ   

LかL、今βの英済生彪の彦陛化、高度此にと邑か－、彪倉貞以舛の有瀞穿から恩多を磨膠する必鰍j盾まっ丁  
カタ、監寮監密の度穿という忍窟から、公謬会計士、弁慶土倉若0βなど＼専門紛な戯評を揮っ方／こ監事への威圧   

を屠讃するケース邑存在▲Lま坑密行彦の邑とでば、彪合貞とLて勿スLでいただぐこととなク、発案形な抑j囲   

鰍′：、・・隼′ト．．ト′．ト′’二  

Lたがって、眉斉j監夢を磨置できるよぅな全彪劇凄二の局虐▲し拘留られづことメj必屠であると考虐ますこ   

3．外部監査の導入   
メ虜船倉彪におげる監密ぼ、虐度の専曹烙が賞辞きれ丁いま坑 そのため仁監賓監査せあわせて、今庁の兵務磐   

彪の雀合挽窟要裡に㈲L、慮正妻賓業者営のチェックをきらに′富め∂ため、廊普鰍＿上の貨済寮署を行ク廊合お   

よび蓼倉会を斉家／こ、脇評士d監査法人ノ筈の郊戯監密の摩ス邑必要であると孝之ますも   

4．共済計理人の活用   
貨済薮穿の炭ヌ軌衿符節こ腰み、長野にわたる靂営の慶全痺捕る虐め、ニ孝済の鹿野の勉静および紛を有す∂貨   

済計理人を膚眉することが必要であると孝之ますこ   

月俸前に／ま、兵済1計考人をノ野卑きせることによク、発給者岸蛎弾こついてば密行の席題碩頼〕ら舶財を導入Lたク、   

また、＿霹＝任準Z貯金の鹿部こかかわる腐甜邑斉z統計費人の二葉穿とL手藍轡Lますこ  

そゎに彫L、賓：若蹴可算の手メ好を顔墳7することを要望Lますこ  
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Ⅳ．組合員の利便性やこ叫ズに対応できる事業運営  

高度情報化社会の進展や生活圏の拡大、交通網の発達など情勢の変化に対応し、組合員の利  

便性やニ】ズに対応できる事業運営を確保するための規定の整備を求めます。  

1．共済代理店に関する規定の整備   
屠存、屠圧の全店ば大きぐ変化L、卓彦に殿フる床摩払好こ屠蘇老炭、倉宕・家財、β厳密夢、必詔囲にわ   

たっ丁いまれ   

そカに広Cて、きめの励）いサービスの題辞と多炭な併願者求が、彪倉責の毅芽な変碧とLてとがっ丁いますこ ま   

た、威翔や膚儒者の急激な変肥や、呈郷の多併任に応じた欄野への雁邑求められ丁いま坑 それ／こ  

〟、▲点るためにば、男顔剤勝で切／相継の席上など＼彪倉貞の靡Lい、多威せニーズた彪窟に広元る必屠があクま坑   

このよう雄倉貞の鞭陛の伸上やニーズめ多摩焙／こ／対応↓、適宜－な二芽済の務拶を腐探するため、二弁済価引こノ野   

する′忍窟の磐拶を要望↓ます   

2．共済金の最高限度の撤廃   
野庭、嵐岳鰍済窟βごとに虚j軌／こよク居められていますオj’、虜／萄聯の彪射であって邑許可申′芳の都   

度ご、行顔一によク家産が行われていますも   

未森∴弁済金辟勿諾意ぽその貴君併の賓業方針 依カおよび御者によクβJ三者庄¢元に居められるめのであク、   

冴在の′許可寡準めそういった孝之に基づい丁居められ丁いると孝之られますこ 金廊β由化による虜脚の一贋とL   

T、忽ノ業遊でぼ事孝チェック塵／の行線への転顔メj遅められていますも また、廊倉鍔ニーズめ多摩■肥や床贋水準釘き上   

げせどの超忠男ニーズが早いスピー∧、’で変位LTおク、その対応が求●められ丁いまずニ  
ニのような≠酪音から、＃済金の慶／克贋度の彪好を要望Lますニ   

3．共済事業規約認可手続の簡素化  
全彪の。芽済劣者におい丁／ま、貴著の男鹿方滋‥、二費済契約／こノ野する事項二 二費済拶金の風繁方滋、一斉任準筋金の男盈方   

法書孝すべ丁を二弁済夢謝に′岩窟L、廊会議凍せ腰て行線庁の厨可を得る必二穿があクますこ その変裾好き仁嚇   

を好L、′道遜‾な弁済都度のノ努発・改定が摩Lい折線にあクま坑   

床戯・や腰彪において／ま、虜脚の励を受げ、席題原潜や皮膚’の一朗必劇りj動きれたク、賓薯棚方蔭、   

二＃脚言ノ野する蓼賓 二貨済拶二金の男盈方法等の専用形紺ごついてば密会藤津メ〕ら尉きれ丁いまれ   

廊含βニーズた遇遂に対症L、．効率βク・虜虜βタな事業者営をノ野るために邑、二芽済家業御子ろ紆の静粛化を要望Lま■   

す二  
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4．資産運用規制の撤廃   
密行の磨動軌歓脚単古式のなかで払安全性資産への窟夢枕酵げられず∴産金の陛杉に照らLて〔安全性ノ   
働率軌 働鐙ノの／1ランスを靡った運屏をLていぐということとは、府容れないあのとなっています；  

また、密行のノ畢居；殉撃方式のなかでば、厨たな金戯商品を紗タ／こ靡得するごとができすミ 収益磯会の虎寿につな   
がっていますこ それら二金感鳩摘録ケ「却につい丁紘 委託濃厚「一任摩周ノ で鹿沼↓ているあのの、j軌晩秋数果の面で   

コ∵て∧／穿となっている邑のああクますこ   

そのため、収益拶会の度発、タスク分訝の厳粛筈からあ虜厨の麒を二変哲Lますも   

5．再共済一再保険機能の拡大   
粛紛都筑蓼の≠観音から、摩皆の鮭全産の腐床のための兵術な任薗みや有効なク．スク許孝斉メj凍められています；   

密行滋の再貨済・厚保虜の忍者でぼ、タスク祭軌こ償界があるため、再発済・厚保廃線唐の彪犬を要望Lま■すこ   

6．組合員資格の拡大  
朋好〆eの臓j讃遂71芽まっ丁いますこ 戯邸に．おいてば、永年膨潤L、廊倉貞とLr弁済をノ相好Lrい   

た励j遜膠とと邑に密倉貞の＿許好を度寿せざるをズまゼん このよう密事暦を靡済するために藤倉掛の虜   
点から呂、戯援邑廊倉貞とLて1認められ。穿済の．和好などカj－行元るよう、彪倉見資超の舷大を要望Lますニ   

7．県域制限・員外利用規制の緩和  
全店拶の彪オや愛妻勃野の変位に伴い、よク超余貞の棚世の線上やニーズに広美るため、贋脚の虜抒を求め   

るとと邑に 分離な虜由に邑とづぐ屋外仰の鷹番を要ぎLますこ   

8．その他   
彪合点ニーズた演劇ソニ対応できる事業夢営の≠密尿を要望Lますニ  
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